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　新年明けましておめでとうございます。

　皆さまがご健康で、交通事故のない一年を過ごされるように心からお祈り申し上げます。

　毎月１５日（１５日が休日の時には次の平日）は、

高齢者交通安全の日です。

　６５歳以上の方がいらっしゃるお宅を訪問して交

通事故防止を呼び掛けています。

　１月は１６日に香北町白川上・白川下地区を訪問

予定です。よろしくお願いします。

≪１１０番のかけ方７つのポイント≫

高齢者宅訪問活動

地域安全ニュース
No. 70
 ～みんなでつくろう安心のまち～　香美地区地域安全協会（香美警察署内）☎52－0110・FAX 53－1855

かみかみかみかみかみ

※地区名の○は土佐山田町、○は香北町、○は物部町です。
※ご家族の同意をいただいた方のみ掲載しています。

香山 物

平成２３年１２月１日現在

前月比 

市の人口市の人口市の人口市の人口市の人口

総人口 ２７，８４２人 男 １３，０６２人 女 １４，７８０人

前月比 

山田 香北 物部２０，３８５人

前月比 

世帯数１２，７５５世帯 出生

死亡

５，０６２人

－３２人

－１３人

－１８世帯

－３人 －１６人

－２３人 －９人

１１月
届出

１３人

３６人

２，３９５人

転入

転出

１２世帯

１９世帯 

　
　辰年の、事故防止標語

　 た ち止まり

　 つ ぎは確認

    ど んなときでも

　 し っかり見ます右左

　

木　材　市　況 （１１月２１日 第１６５回市 ）

材長

４m

３m

２m

１m

６m

樹　種

径　級

１２ｃｍ下

１３ｃｍ～１４ｃｍ

１５ｃｍ～１６ｃｍ

１８ｃｍ～２４ｃｍ

２６ｃｍ～２８ｃｍ

１２ｃｍ下

１３ｃｍ

１４ｃｍ

１５ｃｍ～１６ｃｍ

１８ｃｍ～２２ｃｍ

２４ｃｍ～２８ｃｍ

２０ｃｍ上

１８ｃｍ上

１５ｃｍ～２２ｃｍ

スギ（円／㎥）

直 曲 直 曲

ヒノキ（円／㎥）

 物部森林ストックヤード

‐‐‐ ‐‐‐

次回共販市は、１月２３日（月）・２月７日（火）の予定です。    
１本でも持ってきていただければ、買い取りも行います。    
足場丸太が不足しています。出材をよろしくお願いします。
（足場丸太　末口 ４.５cm　元 １１.５cm の５．１～６．１m）
なお、上記の単価は１㎥あたりの平均単価です。

【問い合わせ先】 物部森林組合ストックヤード
　　　　　　　 （香美市物部町中谷川３１４）☎５７－３５４０  

月曜日 ～ 金曜日 ８時 ～ １７時

市況

営業
時間

９，５００ ９，０００ １２，０００ １１，５００ 

１１，０００ １０，０００

１２，５００ １１，５００

１１，７００

５，５００ ９，０００

４，０００

１５，８００ １４，８００

１５，０００

２６，５００

２１，０００

２５，５００

１９，０００

３０，０００ ２８，０００

２２，０００

２３，０００

１８，０００

１７，０００

２１，０００

１６，３００ １４，３００

１３，７００ １２，７００

１２，７００

１５，５００ １４，５００

８，７００

７，０００ ８，５００

８，０００７，６００

２０，０００

入荷量  １，５００㎥。スギ、ヒノキ共に横ばい。
スギ、ヒノキ６ｍの１６～２０ｃｍ需要あり。　　　　　

２１，５００ ２１，５００

２０，５００

携帯電話契約の名義貸しに
                        気をつけましょう！

１月１０日は

　　　　１１０番の日
　県立消費生活センターや香美警察署には、携帯電話契約の

名義貸しに関する相談が多数よせられています。

　１１０番は、事件・事故に遭った、見

た、知った皆さんが緊急に警察へ通報す

る緊急電話です。

問い合わせ先　　香美警察署　　　　☎５２－０１１０

　　　　　　　　消費生活センター　☎０８８－８２４－０９９９

事例①

インターネットで見つけた金

融業者に融資を依頼した。携

帯電話４台を購入し、クレジ

ットカードを作れるかどうか

試すように言われたが、カー

ドは作れず、購入した電話だ

け業者に渡した。その後、携

帯電話を解約。端末代、解約

料等で約３０万円支払った。

事例②

携帯サイトで知った業者に、

自分で契約した携帯電話４台

を売った。代金のうち３万円

は入金されたが、その後連絡

がとれない。電話会社から約

１３万円請求されている。

●他人の手に渡った携帯電

　話は犯罪に利用される可

　能性があります。

●自分名義の携帯電話を他

　人に渡してしまったら、

　電話会社に利用停止の連

　絡をすぐにとりましょう。

●通話料金は名義人に請求

　されます。使用した人が

　支払うと説明されても、

　第三者が支払うことは、

　まずありません。

●困ったとき

　は、一人で

　悩まず必ず

　相談しまし

　ょう。

→　まず何があったか

→　発生時間は

→　市町村名、目標になる　　　　　

　　ものなど

→　ケガの状態、救急車の　　　　　

　　手配など

→　人数・性別・人相・服　　　　　

　　装など

→　逃げた手段、方向など

→　住所・氏名・電話番号・

　　事件・事故との関係など

平成かわら版　平成２４年１月号

香美警察署交通課　

高齢者アドバイザー　坂本　扶左

☎　５２－０１１０

何が

いつ

どこで

ケガは

犯人は

逃走経緯

あなたは

　１１０番通報するときは落ち着き

ましょう。携帯電話から電話した

時には、できる限り場所を移動しな

いで通報するようにしてください。


